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甲州市勝沼健康福祉センター指定管理者業務仕様書 

 

甲州市勝沼健康福祉センター（以下「健康福祉センター」という。）の指定管理業務は、

甲州市福祉センター設置及び管理条例（以下「福祉センター条例」という。）、甲州市福

祉センター設置及び管理条例施行規則（以下「福祉センター規則」という。）及び関係法

令並びに募集要項の定めによるほか、この仕様書の定めによるものとする。 

 

１ 施設概要 
（１）施設の名称 甲州市勝沼健康福祉センター 

（２）所 在 地 甲州市勝沼町休息１８６７番地２ 

（３）敷 地 面 積 ４１５２．６６㎡ 

（４）施 設 構 成 階床面積１９６６．８６㎡のうち１７２６．８６㎡。 

鉄筋コンクリート造。 

施設内容 

エントランス、事務室、会議室、健診室、男子浴室、女子浴室、大

浴場、脱衣所、給湯室、男女別トイレ、身障者用トイレ、機械室、

倉庫、トレーニング室、大広間、ステージ、和室、エレベーター施

設 

ただし、次のデイサービス事業者使用分は除く。 

デイサービス事業者使用分（一部区画２４０㎡） 

機能訓練室、介護者教育室、食堂、休憩室、トイレ、脱衣所、浴室、           

給湯室 

（５）利 用 時 間 午前９時から午後５時まで 

（６）休 館 日 月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日、１２月２９日から翌年の１月３日まで 

（７）設 置 目 的 市民の健康と福祉の推進を図ることを目的とする。 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

（１）指定管理者は、福祉センター条例及び福祉センター規則並びに関係法令を遵守し、

健康福祉センターの設置目的に沿った管理を行うこととし、特に次の事項に配慮す

ること。 

ア 施設設置の趣旨に則した事業の実施、施設の管理・運営を行い、市民の健康と福

祉の増進を図る。 

イ 市民の利用に際しては、施設の設置目的に合った利用の促進とともに、公平・公

正な運営を行うこと。 

ウ 常に利用者の意見や要望を反映させ、利用しやすいようにサービスの向上に努め

ること。 

エ 予算の執行にあたって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。 

オ 環境負荷の低減に配慮した物品等の調達や廃棄物の発生の抑制、リサイクルの推

進、ＣＯ2 の削減等環境に配慮した運営をおこなうこと。 

カ 個人情報の保護を徹底すること。 

キ 災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

ク 災害発生時には福祉避難所の拠点施設としての役割を果たすため、その運営には

積極的に支援、協力すること。 

ケ 甲州市役所及び甲州市社会福祉協議会等の関係団体と密接に連携を図りながら管

理運営を行うこと。 

コ 常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。  

（２）その他の特徴 

ア 本施設は、地域住民の福祉の向上に寄与するため、施設内において別事業者によ 

るデイサービス事業を実施している。この事業は今後も継続の予定であり、事前 

に市担当課及び事業実施者と当該施設の管理運営について協議すること。 
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イ 現在の指定管理者の提案により実施している次のサービスについては、原則とし

てこれを継続することを前提に事業計画を作成することとし、当該サービスを変

更又は中止しようとする場合は、事前に市と協議すること。 

① 業務時間を午前１０時から午後８時までとすること。 

② 甲州市民及び山梨市民への回数券発行は、市内利用券とし１０回３，０００円

に対し、１回分の利用料免除の免除特典。 

③ 山梨市以外への回数券発行は、市外者利用券とし１０回５，１００円に対し、

１回分の利用料免除の免除特典。 

④ 甲州市民及び山梨市民以外の者のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳のいずれかの所有者の回数券販売について、１１枚綴り５，１

００円に、１枚無料利用券を付加する。 

⑤ 市内全域の健康福祉センター利用者の送迎。 

   ウ 施設の運営費については、指定管理者が負担します。ただし、建物の中に他の事

業所がある場合、按分率によって按分するものとします。 

 

３ 施設管理業務委託について 
（１）指定管理業務の再委託の禁止 

ア 福祉センター条例に事業として規定されている主要な業務は、指定管理者が自ら

行うことを原則とする。これらの業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に

書面により市の承諾を得るものとする。 

イ 指定管理者は、清掃、機械警備、施設・機器の維持管理業務など建物等の維持管

理に関する業務については、市と協議のうえ専門業者等に業務委託することがで

きる。 

（２）併設のデイサービス事業者との連携 

指定管理者は、当該施設内に併設されるデイサービス事業者と密接に連携し、管理

業務を行うこと。 

 

４ 関係法令等の遵守 

 施設の管理運営にあたり、次の関係法令等を遵守すること。 

・地方自治法、同法施行令、同法施行規則 

・甲州市福祉センター設置及び管理条例、同条例施行規則 

・甲州市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同条例施行規則 

・甲州市行政手続条例 

・甲州市情報公開条例 

・甲州市個人情報保護法施行条例 

・労働関係法令 

・行政不服審査法、行政事件訴訟法 

・山梨県公衆浴場法施行条例、同条例施行細則 

・その他関連する法令 

なお、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

５ 指定管理者が行う管理業務 

（１）健康福祉センターの利用申請の受付及び利用許可等に関すること 

利用許可及び制限については、条例及び規則の規定のとおり取り扱うものとする。 

なお、市と協議の上、利用許可申請に係る申請者、利用内容等については基準を設

け、利用許可の審査を行うものとする。 

（２）健康福祉センター使用料徴収事務に関すること 

  健康福祉センターの使用料にあっては、条例及び規則に基づき利用料金として徴収

するものとし、その収入は指定管理者の収入となる。 

  なお、条例に基づき施設使用料の変更を求める場合には、事前に市と協議し承認を

得る必要がある。 
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（３） 施設利用にあたってのサービス、指導等に関すること 

ア サービスに関すること 

①  施設利用の案内業務（電話対応含む） 

②  設置目的に沿わない利用者への退去命令 

③  負傷者、急病人の対応 

④  災害時における避難誘導等の対応 

⑤  年少者、高齢者、障害者等への配慮 

⑥  その他敷地内施設における対応 

イ 指導等に関すること 

① 利用者への使用上の注意を説明すること。 

② 付属設備、備品等について、利用者が円滑に利用できるよう必要な指導、助言

等を行うこと。 

ウ トラブル対応に関すること 

① 重要事項や指定管理者への要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理し、

速やかに市に報告すること。 

② 盗難事故及び事件の防止措置をとること。 

エ その他 

施設及び利用者の安全を図ること。 

（４）その他日常業務 

ア 始業及び終了点検など、施設及び設備に係る日常の業務を行う。 

イ 防犯上、終了時の施錠は施設建物全体を確認すること。 

ウ 利用者に対し、ゴミ持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努めること。 

（５） 施設の維持、管理及び修繕（大規模な修繕は除く） 

ア 施設内の設備については、法令を遵守した点検、良好な維持管理及び故障時の修

理を行うこと。 

イ 保守管理や修繕に必要な知識や技術を有しない場合は、市と協議し、承認を得て、

一部を専門業者に委託するなど、施設の機能と清潔の保持に努めること。 

ウ 建物の不具合、雨漏り、壁のひびなどの、施設を管理する上で重大な不具合が発

生したときは、速やかに市に報告すること。 

エ 一件あたり３０万円以上の経費がかかる修繕は市と協議を行った上、市で負担す

る。３０万円未満の修繕は指定管理者が負担する。 

（６） 備品等の維持、管理及び修理（大規模な購入及び修理は除く） 

ア 市は現に所有する備品については、指定管理者に無償で貸与する。なお、新たに

必要な備品の整備については、一件あたり１０万円未満の場合は、指定管理者の

負担とする。 

イ 指定管理者が施設で必要と認める備品等を購入及び設置、使用する場合は、あら

かじめ市と協議のうえ、購入等を行うものとする。その場合、指定管理者が所有

する備品等については、市が所有する備品等と明確に区分できるようにするもの

とする。 

（７） その他施設の管理に関すること 

ア 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸借権そ

の他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。 

イ 消耗機材等の購入、施設管理に係る経費の支払いなどすべての事務を行うこと。 

ウ 管理業務に関し、協定に基づく指定管理料以上の費用がかかった場合、市は費用

の補填は行わない。 

（８） 業務の報告 

ア 毎月（月ごと）提出する書類 （翌月１５日までに市に提出する事業報告書） 

①  日報の写し（日付、来館者数（団体数）、従事者、主催事業等、特記事項、   

連絡事項その他） 

②  月報の写し（開館日数、来館者数（団体数）、主催事業等、特記事項、連絡 

事項その他） 
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イ 年度終了後６０日以内に提出する指定管理業務に関する報告書 

① 年度事業報告書 

② 収支決算書 

③ 自己評価表 

ウ その他 

市は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができ

るものとする。 

 

６ 市及び指定管理者が危険を負担する範囲 
施設の管理において、通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で利用者に損害が

生じた場合、また、管理業務の執行に当たっての指定管理者の行為が原因で利用者に損

害が生じた場合、国家賠償法第 1 条の規定により設置者である市が賠償責任を負う。た

だし、危険負担の範囲は別表のとおりとし、指定管理者に落ち度がある場合、市は賠償

額を指定管理者に請求する。 

 なお、管理業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険に加

入すること。 

（１）本市が加入している損害賠償責任保険 

  ・全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済 

（２）指定管理者が加入すべき保険 

  ・火災保険 

  ・賠償責任保険 

 

７ 業務内容の変更 

福祉センター条例の規定の改正、施設の増設又は一部廃止、大幅な物価変動、災害の

発生等、特別な事情があるときは、市と指定管理者が協議の上、協定書を改定するもの

とする。 

 

８ 事故・災害時の対応 

甲州市地域防災計画に基づき、緊急時の対応、防災、防火対策等について、予め市と

協議すること。 

（１） 災害時の安全確保 

自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる緊

急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、

市をはじめ関係機関に通報すること。 

ア 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関（警察署、

消防署）への通報を行うこと。 

イ 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

ウ その他利用者に対する対応に万全を期すること。 

（２） 予防対策 

ア 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し災害時の対応について随

時訓練を行うこと。 

イ 防火管理者等を置くこと。 

ウ 消防署から指摘があった場合は、ただちに改善すること。 

（３） 福祉避難所拠点施設としての対応 

甲州市地域防災計画では、震災等の大規模災害の発生時において、当該施設を福祉

避難所拠点施設としている。従って指定管理者は、市防災担当課より福祉避難所拠点

施設としての運用の連絡がある際には、必要な場所、設備、備品等を提供するととも

に、その運営を支援、協力すること。 

なお、条例に規定する休館日及び開館時間以外の対応については、子育て・福祉推

進課及び防災担当課と協議するものとする。 

（４）自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」）の管理 
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  救命救急においてＡＥＤが使用される際に、その管理不備により性能を発揮できな

いなどの重大な事象を防止するため、点検担当者を配置し適切に管理すること。 

  ア 日常点検を行うこと。 

  イ 消耗品の交換時期の把握と適切な交換を行うこと。 

  ウ 職員に対して操作研修等を行うこと。 

 

９ 情報の取扱いに関する事項 
（１）情報の公開 

ア 市民が利用する公共施設の管理であることを認識し、甲州市情報公開条例の趣

旨に従い、その管理運営についての透明性を高めるよう努めること。 

イ 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関する事項

については、協定に定めるところにより遵守すること。 

（２） 文書の管理 

指定管理者は、管理業務にあたって、作成し、又は取得した文書について、適正

な管理・保存を行うこと。 

（３） 個人情報の保護 

ア 業務上知り得た個人情報については、甲州市個人情報保護法施行条例により適

正な取扱いをすること。 

イ 指定管理者でなくなった場合も同様とする。 

 

１０ 組織・運営体制 

管理運営業務を実施するため、次のように人員を配置し、運営に努めること。 

（１） 総括責任者と従事者（以下「従事者等」という。）の配置 

開館中は統括責任者の任務を負うものを常に配置すること。従事者の配置にあ

たっては、施設の設置目的の達成のために必要な人員構成、人数を確保すること。 

（２） 従事者等の責務 

ア 統括責任者 

健康福祉センターの設置目的を理解し指定管理業務を統括できる者で、甲州

市及び関係団体、地域住民等との連携体制を確保する責務を担う。 

イ 従事者 

健康福祉センターの設置目的を理解し、指定管理業務及び地域住民等との連

携を円滑、安全に実施する責務を担う。 

（３） 勤務体制 

施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要望に適切に応

えられるものとすること。 

（４） 研修等 

従事者等の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に関

する研修等の実施に努めること。 

（５） その他 

ア 指定管理業務実施前に、従事者等の名簿を市に提出すること。 

イ 従事者等が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、速 

やかに交代要員を確保すること。なお、従事者に変更があった場合には、随

時、報告をすること。 

ウ その他従事者等の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、

適切に行うこと。 

 

１１ 指定管理料等 
指定管理者が健康福祉センターの管理運営を行うために要する指定管理料は、市か

らの委託料を充てる。ただし、指定管理業務の範囲外（デイサービス事業者使用分）

における光熱水費等の費用については、協議によりデイサービス事業者と按分するも

のとする。 



- 6 - 

なお、指定管理料の精算は行わないものとする。 

（１） 指定管理料の支払い 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごととし、指定管理者の請求に基づ

き市が支払う。支払時期や支払い方法は、指定管理者から提出された事業計画及

び収支予算書に基づき、協定で定める。 

（２） 本市が指定管理者に支払う委託料の上限 

本市が指定管理者に支払う委託料の指定管理期間を通しての上限は、指定管理

者候補の提案額に基づき算出される額とし、令和５年１２月議会の議決により決

定する。 

（３） 本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

ア 人件費（給料、交通費等） 

イ 事業費（条例に規定される事業の実施費用、広報費用、ホームページ作成維持   

 管理等に係る経費） 

ウ 施設費（消耗品費、光熱水費、施設管理負担金（施設保守点検･法定点検等）   

 損害賠償保険等） 

エ 管理費（業務全般の総合調整に関する経費、福利厚生費等） 

オ 消費税相当額 

（４） その他 

ア 毎年度の委託料は年度協定で定めることとし、特別な事情がない限り、決定し

た指定管理料は変更しない。 

イ 特別な事情があるとして委託料を変更した場合においても、委託料の総額は債

務負担行為の額の以内とする。 

 

１２ 金銭管理、経理事務 
（１） 経理区分の明確化 

指定管理にかかる業務の経費及び収入は、指定管理者が行っている他の事業と区

別し、明確にすること。 

（２） 監査 

監査委員等が市の事務を監査するのに必要があると認める場合、市は帳簿書類そ

の他の記録を指定管理者に提出させるとともに、監査会場への出席を求め、実地に

調査することができる。 

 

１３ 業務の継続が困難となった場合における措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、

速やかに市に報告しなければならない。その場合の措置については、次のとおりとす

る。 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

ア 期間を定めて改善を指示する場合 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又

はそのおそれが生じた場合には、市は指定管理者に対して事業報告書の提出及

び実地調査等を行い、期間を定めて改善策を提出させ、改善を指示することが

できる。 

② この結果、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、

市は指定管理者の取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じること

ができるものとする。 

イ 期間を定めないで業務の全部又は一部の停止を命じる場合 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が著しく困難になり、市

が事業の継続を明らかに断念せざるを得ないと判断した場合、期間を定めない

で業務の全部、又は一部の停止を命じることができるものとする。 

（２）指定が取り消された場合等の賠償 
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上記（１）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部

が停止された場合、指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 

（３）不可抗力等による場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業

務の継続が困難になった場合には、市と指定管理者は、業務継続の可否等について

協議を行い、業務の継続が困難と判断した場合は、市はその指定を取り消し、又は

業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

（４）前記の他、業務の継続が困難となった場合の措置については、双方が誠意を持

って協議する。 

 

１４ 準備業務について 
（１）指定期間開始前の準備については、その時点の管理者（市又は現在の指定管理

者）と協議し、準備を行うものとする。 

（２）市は、準備業務が円滑に行えるよう協力するものとする。 

（３）市議会において、指定議案が否決された場合、それまでに指定管理者（候補者）

が負担した準備経費等は補償しない。 

 

１５ 業務引き継ぎについて 
指定期間終了もしくは指定が取り消されたときは、施設を指定管理開始前の状態に

復して次期指定管理者又は市に引き継ぐものとする。業務を引き継ぐ際は、円滑な引

継ぎに協力するとともに、必要な資料を提出すること。 

なお、引継ぎに係る業務のために支出した費用について、市は一切負担しない。 

 

１６ その他 

（１）市主催事業等への協力等 

ア 市が主催する事業等には、積極的に協力すること。 

イ 行政刊行物や類似公共施設のチラシの配置及びポスター掲示等に協力するこ 

と。 

（２）行政財産の目的外使用 

条例で定めている業務以外で使用する場合の取り扱い（行政財産目的外使用）自

動販売機・売店などを設置する場合は、毎年度、市長に目的外使用申請書を提出し、

許可を受け、市が指定する使用料を支払わなければならない。その場合は、設置に

係る費用は指定管理者が負担するものとし、売上に伴う収入は指定管理者のものと

する。 

（３）その他 

この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の業務の内容及び処理について疑

義が生じた場合は、市と指定管理者が誠意を持って協議し決定するものとする。 



- 8 - 

 

 

【別表】「６ 市及び指定管理者が危険を負担する範囲」関係 

項 目 市 指定管理者 

法令、政策等の

変更 

本事業に係る根拠法令の変更、新たな規制法の成立など ○  

市の指示、議会の議決(否決)等による事業の中止・延期・変更など ○  

上記以外の要因による業務内容の変更（不可抗力を除く）  ○ 

不可抗力(※) 

不可抗力による業務の変更、中止 ○  

不可抗力により第三者に与えた損害 ○  

不可抗力による事故時の適切な処理  ○ 

不可抗力による市所有の施設、設備、備品等の損害（ただし、３０万円

未満で可能な修繕は指定管理者が行う） 
○  

不可抗力による指定管理者所有の設備、備品等の損害  ○ 

施設損傷 

市の責任に帰すべき理由による事故、火災等により施設が損傷 ○  

指定管理者の責任に帰すべき理由による事故、火災等により施設が損傷  ○ 

第三者の事由による理由による事故、火災等により市の施設、設備、備

品が損傷 
○  

第三者の事由による理由による事故、火災等により指定管理者の施設、

設備、備品が損傷 
 ○ 

維持管理費 
設置条例の規定の改正、施設の増設又は一部廃止、大幅な物価変動、災

害の発生等、特別な事情により協定書を改定したとき 
協議による 

第三者賠償 

市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与えた損害 ○  

指定管理者が行う管理に起因する事故により第三者に与えた損害  ○ 

上記以外の理由により第三者に与えた損害 状況による 

再委託管理責

任 
指定管理者が締結する契約の相手方の管理等  ○ 

※暴風、豪雨、洪水、地震、火災、騒乱暴動など双方の責任でない自然的、人為的な現象 
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○甲州市福祉センター設置及び管理条例 

平成１７年１１月１日 

条例第１６５号 

改正 平成１８年３月２９日条例第３７号 

平成２５年１２月２６日条例第３０号 

平成３１年３月２８日条例第２号 

（設置） 

第１条 市民の健康と福祉の増進を図るため、甲州市福祉センター（以下「センター」

という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲州市勝沼健康福祉センター 甲州市勝沼町休息１８６７番地２ 

甲州市大和福祉センター 甲州市大和町田野７７番地 

（利用時間等） 

第３条 センターを利用できる時間は、次のとおりとする。 

(１) 甲州市勝沼健康福祉センター 午前９時から午後５時まで 

(２) 甲州市大和福祉センター 午前９時から午後４時まで 

２ センターの休館日は、次のとおりとする。 

(１) 月曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

３ 市長は、必要と認めるときは、第１項に規定する利用時間を変更し、又は前項に

規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。 

（利用許可及び制限） 

第４条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を得なければな

らない。 
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２ 市長は、前項の規定により利用の許可を得た者が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その利用を取り消すことができる。 

(１) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(２) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれがあると認められるとき。 

(３) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

(４) その他市長が不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第５条 センターの利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金（次項におい

て「使用料」という。）を納付しなければならない。 

２ 市長が、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

（損害賠償） 

第６条 故意又は過失により、センターの施設又は設備器具を損傷し、又は滅失した

者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認

めるときは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第７条 センターの管理は、市長が指定する指定管理者（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第３条の規定

にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の

承認を得て、センターの利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定

めることができる。 

３ 第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条中

「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第８条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定
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管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(１) センターの事業に関する業務 

(２) 利用の許可に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第９条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところ

に従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。 

（利用料金） 

第１０条 市長は、第７条第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせ

る場合は、第５条第１項の規定によりセンターの利用者が納付する料金（次項にお

いて「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させる。 

２ 利用料金については、第５条第１項中「別表に定める」とあるのは「別表に定め

る額を基準として、指定管理者が市長の承認を得て定める」と、同条第２項中「市

長が、特別な理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由

があると認め、市長の承認を得たときは」として、同条の規定を適用する。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝沼町健康福祉センター設置及び管

理に関する条例（平成５年勝沼町条例第１９号）又は大和村福祉センター設置及び

管理に関する条例（平成１１年大和村条例第９号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他

の行為とみなす。 

附 則（平成１８年３月２９日条例第３７号） 
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この条例は、公布の日から平成１８年９月１日までの期間内において規則で定める

日から施行する。 

（平成１８年規則第３６号で平成１８年９月１日から施行） 

附 則（平成２５年１２月２６日条例第３０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定

は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その

他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その

他の料金の額については、なお従前の例による。 

   附 則(平成３１年３月２８日条例第２号)抄 

(施行期日) 

1  この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

2  この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定

は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その

他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その

他の料金の額については、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

１ 甲州市勝沼健康福祉センターの使用料 

利用者区分 料金 納付期限 備考 

１ 使用料は、１日を単位とする。 

２ 山梨市に住所を有するものは、市

内在住者と同一の料金とする。 

３ 幼児は、無料とする。 

市内在住者 ３１０円 利用日まで 

市外在住者 ５２０円 

２ 甲州市大和福祉センターの使用料 
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利用者区分 料金 納付期限 備考 

１ 使用料は、１回を単位とする。 

２ 山梨市に住所を有するものは、市

内在住者と同一の料金とする。 

３ 幼児は、無料とする。 

市内在住者 ３１０円 利用日まで 

市外在住者 ６２０円 
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資料２ 福祉センター実績集計表 

 

 

 

 

 

 

甲州市勝沼福祉センター実績集計表 

      

○収支実績 
  

（単位：千円） 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

収入 

指定管理料 32,511 30,871 20,662 32,084 

利用料 8,967 4,216 1,140 9,380 

その他収入 3,054 2,881 1,243 2,726 

収入合計(A) 44,532 37,968 23,045 44,190 

支出 管理運営経費（B） 41,198 36,838 26,644 40,048 

収支差額(A)-(B) 3,334 1,130 （3,599） 4,142 

      

○利用人数 
  

（単位：人） 

  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

開館日数 270 253 75 296 

利用者数（人） 34,762 17,261 5,669 33,732 


